
主任技術者等の氏名等の取扱いに関する特記仕様書 
 

（目的） 

第１条 この特記仕様書は、主任技術者、受託監督者、受託検査者（以下「主任技術者等」

という。）の氏名等の取扱いを定め、「令和８年度地籍調査事業業務委託」(以下「本業務」

という。)の実施の円滑化を図ると共に、市民サービスに資することを目的に定めるもの

とする。 

 

（氏名等の公表） 

第２条 本業務の主任技術者等の氏名、法人名及び連絡先について、作業のお知らせ等に

必要に応じて明示し公表を行うものとする。 

 

 


